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年末年始に考えてみませんか？ 

あなたにとっての「望ましい寄付」 

岡田 彩（東北大学大学院情報科学研究科 / ゆるる副代表理事） 

　この１年をふりかえり、来たる１年に目を
向ける年末年始。この時期は、「寄付」とい
う言葉を頻繁に目にするように感じます。地
域での支え合いを推進する「歳末助け合い」
への呼びかけや、「寄付月間」も行われます
（ゆるるも賛同パートナーとなっています。
詳しくは、次ページの渡邉さんの記事をご覧
ください！）。税控除対象期間の区切りでも
あることから、「ふるさと納税」を促す広告
も多く見かけるでしょうか。大掃除が行われ
るこの季節は、古着や書籍など、物資の寄付
を促す動きも活発です。 
　寄付と向き合うことの多い年末年始だから 

こそ、自分がどのような寄付を「良い」「望
ましい」と考えているのか、自己点検してみ
ませんか。寄付は、様々な観点から、その良
し悪しを捉えることができる不思議な行為で
す。一口に寄付と言っても、様々なスタンス
があり得るのです。 
　この記事では、私自身が「なるほど、自分
はそう考えていたのか！」と気づかされた、
ある論文の一部をご紹介します。寄付者とし
ての自分のスタンスを再考する道具になると
考えています。４つのタイプのうち、皆さん
はどれに当てはまるでしょうか。 

（※続きは ６ページに！） 
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市民活動を考える 

渡邉 桂子（フレーム・ラボ代表理事 / ゆるる理事・事務局長） 

　今年も始まりましたGiving December寄付月
間2022（https://giving12.jp/）。「欲しい未来へ
寄付を贈ろう。」とのコンセプトに1年の終わり
の12月に未来を考え寄付をする、未来は寄付で
変えられるとの考えから2015年から取り組まれ
ています。杜の伝言板ゆるるも賛同パートナー
として応援しています。今回、杜の伝言板ゆる
るは20周年を迎えるため、記念イベントの開催
を春に予定しています。宮城のNPO活動につい
て取り上げていく予定ですが、詳細については
これから発表いたします。この記念イベント開
催のための応援を、ぜひお願いいたします。取
り組みの状況報告などをホームページで発信し
ていますので、ぜひアクセスしてください
（https://yururu.com/）。 

  

　寄付で応援をされたことはありますか？皆さ
んは寄付をしようと思うときはどんなときで
しょうか。また、実際に寄付をするときに大切
にしたいことはどんなことでしょう。「寄付白
書2021」では、日本の寄付市場の現状を調査し
ています。日本人の44.1％が金銭的な寄付を
行った、会費を支払った方は26.4％、ふるさと
納税を行った人は14.6％となったとあります。4
割以上の方が実際に寄付を行ったという結果
は、寄付がだんだんと身近なことになってきて
いるのがわかります。寄付をする理由もさまざ
まですが、内閣府の調査によると、「社会の役
に立ちたいと思ったから」という声が59.4％に
も及んだとの調査もあり、社会の役に立ちたい
と考える人が増加していることがわかります。 

そして、その思いを受け取って活動に役立てて
いるNPOは、寄付金の他の収益に会費、助成
金・補助金、事業収益とあると思いますが、や
はり寄付金は活動財源の中でも重要な位置づけ
になっていることでしょう。 

　これまでさまざまな寄付文化の醸成が行われ
てきましたが、寄付に関する重要な法案が可決
されようとしています。この法案は、法人等に
よる不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当
該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を
定めることにより、消費者契約法とあいまっ
て、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護
を図る目的で「法人等による寄附の不当な勧誘
の防止等に関する法律案」として今国会で審議
されています。 

　一方で、この法案に「寄付に規制が加わる」
ことを懸念した非営利活動に取り組んでいる、
応援している個人・法人が全国で集まり、反対
署名が行われていたり、集会を開催したりする
など、これからの市民社会に与える影響や今後
の市民活動についての意見交換を行う活動が行
われています。 

　被害者がいるという背景から、救済・支援に
ついては重要なことだと認識していますが、議
論する場もなく審議が進んでいることについて
は、慎重に進めるべきではないかと考えます。
また、この法案が可決することで、NPO活動が
阻害されないことが望まれます。今後も、この
法案については注視していきたいと思います。 
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みやぎNPOプラザ2022 
雑感あれこれ 

堀川 晴代（みやぎNPOプラザ館長 / ゆるる常務理事） 

　みやぎNPOプラザの第6期指定管理が始まり
8ヶ月が過ぎました。会議室などの活動場所の提
供はもちろんのこと、NPO法人や市民活動団体
が活動を継続できるよう、会計税務や運営のス
キルを学び疑問を解消する講座や相談会、県内
のNPO支援センターの支援力向上のための研修
などを企画実施しています。 
　夏から秋にかけては、昨年度に続き2回目の開
催となる市民のNPO参加を促すボランティア
チャレンジキャンペーンを行い、ボランティア
を求めるNPOと関心のある市民約100名を繋ぐ
ことができました。 
　そして、みやぎNPO情報ネットや情報紙で、
これらの事業の情報のほか県内のNPOが行うイ
ベントやセミナーの情報、NPOが必要とする助
成金情報などを発信しています。 
　県の委託事業のNPO支援施設フォローアップ
事業では、県内の11のNPO・市民活動支援施設
を訪問して日頃の運営状況などをお聞きしたほ
か、支援施設との協働事業にも取り組み、11月
30日には、とめ市民活動プラザとの協働で「中
高生のボランティアコーディネートポイント講
座」を開催、県内5ケ所の市民活動支援施設と連
携し、サテライト会場を設けることもできまし
た。 
  
　このほかにも大小諸々の事業があり、今年度
もなかなかにボリューミーな事業を展開してい
ます。それぞれの事業が皆さんの役に立つもの
になるよう十分に吟味しながら進めています
が、あわただしい日々のなかで、息切れしそう
になることもしばしばです。どの仕事でもある
ことだと思いますが、皆さん、そのような時に
はどのように乗り越えているのでしょう…。 

　こういうことをNPOセクターの皆さんと息抜
きを兼ねて、（お酒を片手に）語り合う場が
あっても面白いのではないか、と妄想を膨らま
せています。 
  
　そして目下取り組んでいるのが、みやぎNPO
フォーラムの準備です。今年のテーマは「NPO
と協力のテクノロジー「異なる人」と協力する
ために」です。『協力のテクノロジー』の著
者、松原明さんを迎え、考えや価値観が異なる
多様な人々のそれぞれの想いをそのままに、目
的に向かって協力するために開発された「協力
のテクノロジー」をもとに、これからの協力を
考えます。 
  
　そもそもなぜ協力が必要なのか。自分たちの
団体だけで活動するのもありかもしれません。
実際そういう団体が増えているように思いま
す。しかし、NPOの重要な役割は社会課題の解
決だけではなく、課題に取り組む多くの関係者
をつくり出し、協力の輪を広げていくことで
す。 
　その思いを込めて企画した今年のフォーラ
ム。みやぎNPOプラザが市民の参加を広げ、協
力のプラットフォームになっていくための契機
にしたいと思います。 
  
　今年度の事業はまだ
まだ続きます。燃え尽
き症候群にならない程
度に（ならないと思い
ますが）、小休止を挟
みながら頑張っていき
たいと思います。 
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NPOを取り巻く経営環境⑧ 

NPO不正の背景を考える： 
大雪りばぁねっと事件をケースに 
高浦 康有（東北大学大学院経済学研究科 / ゆるる理事） 

１　はじめに 
　東日本大震災後の2012年に発覚した、NPO法
人大雪りばぁねっと（北海道旭川市、2013年5月
解散）の元代表理事らによる巨額不正問題。岩
手県山田町から委託された緊急雇用創出事業
で、12億2千万円の事業費を使い切り、6億7千万
円に及ぶ不適切な支出が明らかになった事件で
す。同法人は3800万円の給与未払いのまま従業
員約140人を解雇、破産するに至りました。この
事件は当時、災害復興にあたるNPO全体への信
頼を揺るがしかねない問題として注目されまし
た。 
　山田町は復興記録誌『「NPO法人大雪りばぁ
ねっと事件」その背景と教訓』を2021年3月に発
行し、事件の総括と振り返りを行っています。
あらためてこのNPO不正が生み出された背景に
ついて、同資料をもとに組織ガバナンスや行動
倫理学の視点から検討してみたいと思います。 

２　スチュワードかエージェントか 
　論点の一つ目は、なぜ行政は大雪りばぁねっ
とを信用してしまったのかというものです。 
　震災直後の混乱期にあって、「行方不明者の
捜索活動をしたい」と町社協を訪れた同法人
は、その後町災害ボランティアセンターの立ち
上げに関わり、町物資センターの運営にあたり
ました。また海辺での震災犠牲者の遺体捜索活
動で成果を上げ、捜索現場では自衛隊からも一
目置かれる存在になっていったといいます。当
時、元代表理事に面会した町長は「県から紹介
されてきた」「水辺捜査の専門家」といった自
己紹介の言葉を強く信用したのだそうです。 
　一方で、災害ボランティアセンターの副セン
ター長任命にあたって元代表理事から履歴書が
提出されないなど不審な点が見受けられまし
た。さらに許可を受けないままカメラなど支援
活動に必要とは思えない高額な物品の購入を行
うなど、ずさんな経費処理が見られました。ま
たボランティアセンターに出入りする他の支援
団体を排除しようとトラブルになることもあ
り、見かねた県社協の専務理事らが、町長（当
時）に同法人に撤退してもらうことを申し入れ
たほどでした。 

　ここで、組織ガバナンス（統治）の分野で用
いられるスチュワードシップ理論とエージェン
シー論について言及しておきましょう。性善説
に立って被依頼人は依頼人のために奉仕する執
事（スチュワード）のような存在とみなすのが
スチュワードシップ理論の立場です。一方で、
性悪説に立って被依頼人は依頼人のためではな
く、自己利益のために行動するエージェントと
捉えるのがエージェンシー論の立場です。この
立場に立てば、いかにエージェントの勝手な振
る舞いを抑制すべきかが課題となります。 
　行政とNPOの委託契約にあっても、NPOをス
チュワードとみなすべきか、エージェントとみ
なすべきかという議論があります（Van Slyke 
2007）。当初エージェントといぶかしく思われ
ていた委託先のNPOも、信頼関係が構築されて
いくことでスチュワードとしてみなされるよう
になり、監視のコストが抑えられるようになる
と言われています。 
　りばぁねっとのケースでは、捜索実績をあげ
信頼のおけるNPOだと町長サイドからみなされ
たことで同法人は信認を得られるようになり、
しかしそれをよいことに得手勝手な振る舞いを
見せるようになりました。スチュワードとして
一度みなし始めると信頼関係にひびが入るのを
恐れて、依頼者も、もはやエージェントとして
相手をみなすことに躊躇してしまうのかも知れ
ません。しかしそこは公金を使ってもらうにふ
さわしい相手であるのか、利己的な行動に対し
てはしっかりと釘を刺すという姿勢が行政側に
も求められると言えるでしょう。 
　その後町と同法人は緊急雇用創出事業に関す
る委託契約を締結し、町物資センターの運営を
皮切りに無料入浴施設の開業へと事業を急拡大
させていきました。従業員の雇用は約150人、事
業費は4億3千万円（平成23年度）に膨れ上がり
ました。 

３　モラルのライセンスの誘惑 
　論点の二つ目は、なぜ大雪りばぁねっとは不
正に手を染めるようになったのかというもので
す。 
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　元代表理事の真の動機は公判でもあまり解明
されていませんが、同法人は北海道で2005年に
設立され、数十人の会員を対象としたレス
キュー講習などで細々と年間600万円ほどの収入
をあげるような小さな組織であったといいま
す。行方不明者の捜索に人の手が必要であると
知り、はるばる山田町に駆け付けたところを見
る限り、それほど動機に不自然な点は見られず
純粋な人助けの思いを抱いていたことが推測さ
れます。 
　しかし同法人の支援隊の活動拠点であった町
営体育館の一部が許可を得ないまま、大規模に
増改築を行ったり、法人のダミー会社を通じて
入浴施設のリース業を行うなどのいぶかしい点
が見られるようになりました。元代表理事から
従業員への賞与も支払われましたが、それは法
人の規約にはないものでした。また制服や救命
胴衣、サングラスの物品について高級ブランド
品の購入や、事業との関連性が疑われる遠方へ
の高額な出張費計上がなされ、県議会で問題視
されるに至りました。 
　その後、司法当局の調べにより、事業と無関
係な自宅等の不動産の購入や勤務実態のない親
族への給与支払いなど、事業費の私的流用の実
態が明るみになりました。その結果、元代表理
事は業務上横領等の罪で実刑判決を受けました
（2017年6月確定）。 
　なぜ慈善事業に携わるような善良な人々が悪
行に手を染めるのか。それは、行動倫理学の
「モラルのライセンス（免罪符）」理論
（Merritt et al. 2010）によれば、人はまさに善
いことをしているがゆえに、多少の悪事は許さ
れると思ってしまうことに起因します。 
　ここで「モラルのライセンス」理論には2種類
があるとされています。「モラルの信任状」と
呼ばれる心理メカニズムは、自分は正しいこと
をしてきたゆえに、倫理的に疑わしい行動を
とったとしても正当化されると考えることを指
します。活動拠点の増改築やブランド品の購入
は多少なりとも事業と関わりがあり、町にこれ
だけ貢献しているのだから自分たちのモチベー
ションを高める上で許容され得るといった正当
化がなされたのかも知れません。 
　もう一つの「モラルの残高（クレジット）」
と呼ばれる心理メカニズムは、たとえ合理化が
困難な状況でも、自分が良い行いをして積み上
げた残高から、悪いことをする分を引き出せる
と考えるものです。先の事例では、事業費から
自宅等の不動産購入などもはや正当化できない

私的流用を行っているのがそれに相当するで
しょう。 
　先述の「モラルの信任状」機制による不適切
な資金使用がエスカレートし、「モラルの残
高」意識へのスイッチにより公金を私的に使う
ことのためらいも消えていったと言えそうで
す。では「モラルのライセンス」の免罪符効果
がもたらす悪のささやきに抗うにはどうすれば
よいのでしょうか。その誘惑に十分自覚的にな
ることが、悪行を回避するための第一歩となる
はずです。 

４　おわりに 
　ここまで大雪りばぁねっと事件をケースに、
組織ガバナンスや行動倫理学の観点から検討を
進めてきました。この事案は巨額の横領事件と
いう極端なケースかも知れません。ただスチュ
ワードかエージェントかという視点は、NPO内
のガバナンス問題―理事会と代表理事の関係
や、代表理事とフォロワーメンバーとの関係―
などにも適用され得る話であり、委託側はどの
ように相手を信頼してよいのかという普遍的な
課題につながります。またモラルのライセンス
効果は、慈善団体やNPOのように向社会的な活
動を行っている組織であればあるほど生じやす
くなることへの注意が必要です。判断が安易な
正当化に流れていないか、あらためて組織メン
バー同士で点検し合う機会を持つことが期待さ
れます。  
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  年末年始に考えてみませんか？　あなたにとっての「望ましい寄付」（岡田彩） 

※p.1からの続きです。 

タイプ１　金額が多く集まれば集まるほど望
ましい 
　一人ひとりの寄付金額は小さくとも、多く
の人が賛同し、経済的な支援を必要としてい
るNPOやプロジェクトに大きな金額が集まる
ことこそが大切だ、と考えるタイプです。 
  
タイプ２　困りごとの解決につながることこ
そ望ましい 
　一番大切なことは、たくさんの金額が集ま
ることではない。必要な支援が、必要な人に
届き、困りごとが解決されることが最も重要
だと考えるタイプです。災害時の緊急支援や
子ども食堂の支援、子どもたちの学習支援か
ら博物館の持続的な運営まで、問題状況の改
善という成果が上がる寄付こそが望ましいと
考えています。 
  
タイプ３　寄付者の想いや希望が尊重される
ことが望ましい 
　寄付は、本来自分のために使えた資源を、
他者や社会に貢献する組織や事業に投じる行
為です。このタイプは、新しい洋服を買った
り、少し贅沢な食事に使うことができた金銭
を、他人の困りごとの解決に投じたのだから
こそ、寄付をした人の想いや願いを尊重する
ことが重要だと考えます。集まる寄付金の金
額の大きさや、困りごとが解決されることよ
りも、寄付をした人が納得できたり、寄付者
にとって意味ある行為となっていることを重
視します。 
  
タイプ４　「困ったときはおたがいさま」の
精神が育まれることが望ましい 
　困りごとを抱えることは誰にでもあるから
こそ、必要なときにお互いに助け合うような
関係が社会に広がっていることが望ましい。
そう考えるこのタイプは、「困ったときはお

たがいさま」を実践する一つの手段として、
寄付を行うことが望ましいと考えます。 
  
　いかがでしょうか。端的にまとめた４つの
タイプですが、寄付という行動に、自分が何
を期待しているのかを再考する道具になりそ
うです。まったく意識していなかったけれ
ど、実は自分はこんな考えを持っていたの
か！という発見があるかもしれません。私自
身、「タイプ２」だと考えていたのですが、
この論文を読みながら、実は「タイプ３」の
気持ちを多く持っていること、そして「タイ
プ４」にはあまり目を向けていなかったこと
に気づかされました。以来、そのスタンスで
自分は納得できるのかを考え続けています。 
　一年の終わり、そして新年の始まりに、ぜ
ひ「あなたにとっての望ましい寄付」を考え
てみませんか。 

＊紹介した論文は、MacQuillin, I. (2022). 
Normative Fundraising Ethics: A Review of 
the Field. Journal of Philanthropy and 
Marketing, e1740.です。寄付者ではなく、寄
付を集める側
に焦点を当
て、ファンド
レイジング
（寄付集め）
を倫理的な側
面から考察し
た論文です
が、今回は、
その示唆に富
んだ内容か
ら、寄付者に
とって有益な
視点を紹介し
ました。 
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海外でも、年末年始は助け合いの季節。 
マレーシアのショッピングモールでも、 
Salvation Army（救世軍）が寄付を募って 
いました（2022年12月撮影）



 
弱さを支える  
波多野 卓司（経営コンサルティング波多野事務所/ 
ゆるる理事） 

　『信賞必罰、頑張る人は評価されるし、頑
張らない人は評価されなくて当然だ』 
　… ある地域の若手経営者達のよき兄貴分と
して厚い信頼を集め、努力と行動力で事業を
伸ばしてきた経営者のSさんは、そう信じて
生きてきました。 
　けれど、そのSさんに、ある転機が訪れま
す。 
　まだ小さかった娘さんが、椅子から転落す
る事故で、障害を抱えることになったので
す。その娘さんを目の前にして、Sさんは、
こんな思いに突き当たります。 
　『この子は、頑張りたくても頑張れない』 
　『せめていま頑張れる人間が、この子のよ
うな人の頑張れない分を支えていこう』 
　『もし世の中がそういうものでなかったな
ら、この子は、これから生きていけない』 
  
　それからのSさんは、頑張りたくても頑張
れない、それぞれの背景を抱えている人たち
を支えるＮＰＯ組織を、次々と起こしていく
ようになります。 
　『採算と効率のために切り捨てられたとこ
ろにこそ、大切なものがあるんじゃないか』 
　『人には経済的価値に置き換え不能な、そ
の人固有の物語/生きる意味があるんだよ』 
　『彼らは、誰かの助けを促す力を、生まれ
ながらに持っているんだ』 
　『ほんとうは、弱さを抱えた人が、そうで
ない人を支えているんじゃないか』 
　『彼らが地域で普通に働き・暮らす事で、
地域で互いに支える仕組みが出来るだろう』 

　… そのようなSさんのまなざしを通して、 

私もそのような世界への視野をひらかせても
らいました。 
　Sさんの娘さんのように、はっきりとした
目に見える障害でなくとも、人がともに生き
ていく場所では、がんばりたくてもがんばれ
ない何かの状況を（それは病気であったり、
人間関係であったり、家族のことであった
り）、背負ってしまう人がいます。 
　誰が悪いということでもないのに、それで
も背負ってしまう。 
　そのような人は、他の誰かが背負わなけれ
ばならない痛みを、その身で引き受けてくれ
ているのではないかと、心当たることさえあ
ります。 
  
　“弱さを支える”とは、だからそんな時にも、 
　『せめて、いまがんばることのできる状況
にある者が、この場所を支えていこう』 
と考えられるつながりのこと（例えば、家族
とは、親友とは、そういうものでしょう）。 
　 
　　　震えている部分を　あたためる 
　　　寂しそうだから　手を握る 
　　　暗がりだから　明かりを足す 
　　　誰もやらないから　お世話をする 
  
　－－ 経営という世界でも、これらのこと
を、大切に抱えるように、日々を生きている
人がいます。その人は、きっと、身を持って
知っているのでしょう。どのような命の現場
であれ、汗に濡れて真摯に生きていたなら、
“身を寄せ合うこと”が、どうしたって必要に
なるということを。  
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人と経営 
第９回



 

 「悩み酒」 

 真壁 さおり（社会福祉士・コーディネーター /   ゆるる副代表理事） 
 

　いわゆる「支援者支援」に
携わる仕事をしていると、い
ろいろな活動上の悩みをお聞
きする機会があります。組織
内の人間関係が行き詰まって
いる、自分が対応できる業務
量を超えてしまい、身動きが
取れない状態になってしまっ
た、上司もしくは部下が期待
する役割を果たしてくれな
い、などいろいろです。多く
は、立ち話中に「実はね…」
と漏らした愚痴で、正式に相
談されて解決策を求められて
いるわけではありません。そ
れに、部外者が安請け合いし
てはいけない事柄もあるの
で、答えも出口もなかなか見いだせず、立った
まま相手と一緒に悩んでしまうこともありま
す。 

　2022年もたくさんの悩みに接する機会があり
ました。お話を聞いて、一緒に悩んで、あれこ
れ対応策を話し合ったり、それなりに提案した
りすることはできます。でも結局は一般的なこ
とや私自身の限定的な体験からの話しかでき
ず、あまりお役には立てなかったなと後から思
うことも。そんな中でも、大切にしていること
は、「人には、自分の悩みと向き合ってなんと
かしようとする力がある」と信じることです。
どんな人も、自分の人生の主役です。悩みもそ
の一部。人の悩みをどれだけ親身に聞いても、
もし心の底で「この人には力がない」と思って
いたら、その態度は自然と相手に伝わり、もう
二度と話してくれることはありません。 

　立ち話から発展して、「じゃあ今度お酒でも
飲みながら」という流れになることもよくあり

ます。お酒で悩みは解決しな
いと良く言いますし、私もそ
う思います。だた、この「悩
み酒」を通して、「何かが動
き始める」ということが確か
にあると（長年の経験で笑）
感じています。それは、心の
中に溜めこんでいた思いを少
しだけ表に吐き出したら、
ちょっとだけ心の動きが取れ
るスペースが出来るような、
そんな感覚です。飽和状態、
満杯、ギリギリ、そんな余裕
のない状況に、変化のきっか
けを生み出すことができるの
ではないかと思います。 

　お酒である必要はありませ
ん。「悩み×運動」「悩み×睡眠」「悩み×旅
行」「悩み×友人」。何かの、誰かの力を借り
て、自分の心身にスペースを作りましょう。
ゆっくり深呼吸ができたら、さあ次どうしよう
かと考えてみましょう。 

　新しい年がやってきます。くれぐれも飲みす
ぎに注意しながら機会があればぜひ「悩み酒」
をご一緒しましょう！ 
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